
港 区 は 、 企 業 や 大 学 、 NPO 法 ⼈ 等 の ⺠ 間 団 体 の 持 つ 知 識 や ノ ウ ハ ウ 、
先 端 技 術 等 の 強 み を 最 大 限 ⽣ か し た 取 組 を ⺠ 間 と の 協 働 に よ り 創 り
あげ、区の課題解決や⺠間の新たな価値向上につなげることで、地域社会の更なる発展
を目指します。

企画経営部 企画課 企業連携推進担当問合せ 03-3578-2198

対象者 原則、区内に活動拠点を有する企業、大学、NPO法⼈等の⺠間団体
※提案内容を提案者が自ら実施できる団体を対象とします

提案の種類

区を取り巻く社会情勢、港区基本計画に示す課題と取組の
方向性等を参考の上、区の課題を任意に設定していただき、
その課題解決につながる提案を募集します。
区が設定したテーマに対し、その課題解決につながる提案を
募集します。

制度のフロー

申込方法

区ホームページ上の⺠間協創制度専⽤の申込フォームからお申込みください。
申込確認後、区の担当からご連絡させていただきます。
※同フォームにて制度に関する相談・問合せも受け付けます。
※区からの連絡までに時間がかかる場合があります。

http://www.city.minato.tokyo.jp/kigyorenkeitan/kyoso.html

フリー型提案

テーマ指定型
提案

①
申込・受付

②
確認・調整

③
検討・協議

④
採否・実施
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http://www.city.minato.tokyo.jp/kigyorenkeitan/kyoso.html


提案に当たっては、必ず以下をご確認いただき、内容について御了承ください

提案に係る費用負担について
提案に係る⼀切の費⽤（企画⽴案や打合せ等に係る⼈件費・資料作成費・調整費・
交通費等）は、提案者の負担とさせていただきます。

1
提案の対象について
①区を取り巻く社会情勢や区の最上位計画である港区基本計画における課題等を踏
まえ、区⺠サービスの向上や区の課題解決に資する提案を対象とします。

②政治的、宗教的な⽴場から特定の主義主張に⽴脚しているなど⾏政の中⽴性を損
なうおそれがあるものや、区への⼀方的な要望、法令、公序良俗に反するものな
ど、公平性・公共性の観点からふさわしくない提案については対象外とします。

2
提案の取扱等について
①提案内容や調整の結果によっては、提案を採⽤できないことがあります。また、
区が提案への対応や採⽤に対し法的義務を負うものではありません。

②調整を進める中で、上記２②に該当することが判明した提案など、区がふさわし
くないと判断した場合には、その後の調整を中止させていただきます。

③区の費⽤負担があり、事業者との契約が必要な提案を採⽤する場合、本制度とは
別に、公正かつ適切な契約事務（入札等）によって事業者を選定します。提案の
採⽤によって提案者が選定されることを約束するものではありません。

④区⺠サービスの向上や区の課題解決につながるものとするため、提案内容の調整
を⾏います。このため、採⽤される内容が当初の提案と異なる場合があります。

3

提案情報の取扱等について
①提案内容に提案者又は第三者の知的財産権が含まれる場合は、明示してください。
②提案の採否にかかわらず、提案者の同意を得た上で、提案情報について区でデー
タベース化し、庁内で共有させていただきます。また、提案者が希望する場合は、
区の連携自治体に対しても提案情報を共有させていただきます。

③提案内容について区に情報公開請求があった場合、港区情報公開条例第５条に基
づき、当該法⼈等に明らかに不利益を与えると認められるもの（提案者独自の権
利やノウハウ等）以外は、原則公開の対象となります。

④区は、提案者から得た情報について、上記②及び③のほか、提案者の承諾がある
場合を除き、第三者への提供は⾏いません。

⑤上記②から④までの提案情報の取扱いにより生じた損害については、区の提案情報
の取扱いにつき善意でかつ重大な過失がないときは、区は⼀切の責任を負いません。

⑥提案者は、区から提供した情報について、その秘密を保持の上、区から承諾が
あった場合を除き、第三者への提供はできません。
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提案に当たっての留意事項


